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青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
号

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め

る
規
則

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
六
年
十
月
青
森

県
条
例
第
五
十
二
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日
と
す
る
。

青
森
県
病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
一
号

青
森
県
病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
県
病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
十
六
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
三
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日
と
す
る
。
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青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
平

成
十
六
年
十
月
十
二
日
専
決
処
分
し
た
平
成
十
六
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算(

専
決
第
一
号)

の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成16年10月20日 水曜日 第2394号 �

平成16年度青森県一般会計補正予算 (専決第１号)

平成16年度青森県一般会計補正予算 (専決第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,607千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

769,206,891千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ ｢第１表歳入

歳出予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

５ 地 方 交 付 税 ����������	 �	��
� ���������	


１ 地 方 交 付 税 ����������	 �	��
� ���������	


歳 入 合 計 ����������	 ����
� �����
�����

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

歳 出

６ 農 林 水 産 業 費 �
��������� �	��
� �
��������

２ り ん ご 振 興 費 ���		���� �	��
� ���������

歳 出 合 計 ����������	 ����
� �����
�����
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青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

家
畜
改
良
増
殖
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜

体
内
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
家
畜
人
工
授
精
講
習

会
等
開
催
要
綱

(

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
青
森
県
告
示
第
千
五
十
七
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で(

土
曜
日
・
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。)

二

開
催
場
所

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

(

上
北
郡
野
辺
地
町)

三

講
習
人
員
及
び
受
講
対
象
者

十
五
人
以
内
。
た
だ
し
、
牛
に
つ
い
て
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
有
す
る
者
及
び
家
畜
人
工

授
精
講
習
会
修
業
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。

四

対
象
家
畜

牛

五

受
講
申
請
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
願
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
平
成
十
六
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
に
所
轄

の
農
林
水
産
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に
提
出
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他

１

受
講
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
及
び
所
轄
の
農
林
水
産
事
務
所
家
畜
保

健
衛
生
所
で
交
付
す
る
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
又
は
所
轄
の
農
林
水
産
事
務
所
家

畜
保
健
衛
生
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
五
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
公
開
す
る
の
で
、
行
政
手
続
法
及
び
青
森
県
行
政

手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に
関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
五

十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

当
事
者
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

二

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
に
対
す
る
同

青 森 県 報平成16年10月20日 水曜日 第2394号3

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

橋
本
耳
鼻
科
ク
リ
ニ
ッ

クみ
う
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

い
ろ
は
薬
局

八
戸
市
湊
高
台
五
丁
目
二
〇
の
一
八

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
西
三
丁
目
九
の
三
一
七
七

八
戸
市
新
井
田
西
二
丁
目
七
の
一
四

平
成
��･

��･

�

〃〃

当

事

者

聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

住

所

期

日

場

所

佐

京

登

三
戸
郡
階
上
町
大

字
道
仏
字
小
舟
渡

五
〇
番
地

平
成
十
六
年

十
一
月
九
日

午
後
一
時
三

十
分

青
森
市
長
島
一

丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
西
棟

六
階
農
林
水
産

部
会
議
室
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規
則
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
て
い
泊
命
令

三

聴
聞
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

(

担
当

漁
業
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
九
三)

２

所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号

建
築
基
準
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
確
認
検
査
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
七
条
の
二

十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

四
和
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

(

農
道
整
備)

(

農
業
用
用
排
水

施
設
整
備)

)

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
六
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

十
和
田
市
役
所

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

五
百
三
十
万
千
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

青 森 県 報平成16年10月20日 水曜日 第2394号 �

名

称

住

所

指
定
の

区

分

業
務
区
域

確
認
検
査
の
業

務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

指
定
を

し
た
日

指
定
の

有
効
期
間

有
限
会
社

ア
ー
バ
ン

建
築
確
認

検
査
機
関

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
二
八
四
建
築
基
準

法
に
基
づ

く
指
定
資

格
検
定
機

関
等
に
関

す
る
省
令

(

平
成
十

一
年
建
設

省
令
第
十

三
号)

第

十
五
条
各

号
に
掲
げ

る
区
分

八
戸
市
、

十
和
田
市
、

三
沢
市
及

び
上
北
郡

の
区
域

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
里
ノ

沢
一
の
二
八
四

平
成
十

六
年
十

月
八
日

指
定
を
し

た
日
か
ら

五
年
間

所

在

地

地

目

地

積

青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
三
の
六
の
内

雑
種
地

二
八
五
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
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四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
三
の
六

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁

南
棟
八
階
Ｂ
会
議
室

２

日
時

平
成
十
六
年
十
一
月
五
日

午
前
十
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
旅
客
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
港
湾

関
連
福
利
厚
生
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
作
業
基
地
用
地
、
情
報
通
信
施
設
用
地
及
び
以
上

に
付
随
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
午
前
十
時
か
ら
、
青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
三
の
六
に
お
い
て

現
場
説
明
を
行
う
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
講
習
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

マ
ル
エ
ス
自
工
株
式
会
社
青
森
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

２

住
所

青
森
市
妙
見
一
丁
目
二
番
二
号

３

代
表
者
の
氏
名

新
戸
部
八
州
男

二

特
定
講
習
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

事
務
所
の
名
称

青
森
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル

２

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
妙
見
一
丁
目
二
番
二
号

三

特
定
講
習
の
種
別

取
消
処
分
者
講
習

四

指
定
を
行
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
十
三
日

正

誤

青 森 県 報平成16年10月20日 水曜日 第2394号5
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成16年10月20日 水曜日 第2394号 �

平
成
��

･
��･

�

第
二
三
八
九
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

総

務

学

事

課

目

次

区

分

一

ペ
ー
ジ

上 段

七
行

消
防
用
設
備

誤

工
事
整
備
対
象
設
備 正

平
成
��･

��･

�

第
二
三
八
九
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

防

災

消

防

課

告

示

区

分

第
六
一
八
号

番

号

一

ペ
ー
ジ

下 段

後
ろ
か

ら

五
行

消
防
用
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
に
関

す
る
講
習
の
実
施
細
目

(

昭
和
四
十
九

年
消
防
庁
告
示
第
二
号)

誤

工
事
整
備
対
象
設
備
等
の
工
事
又
は
整

備
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目

(

平
成

十
六
年
消
防
庁
告
示
第
二
十
五
号)

正


